
　組合員や被扶養者の医療費の自己負担が一定額を超える場合、診療報酬明細書
（レセプト）に基づき附加給付を支給していますが、市町村の条例等に基づく医
療費助成に該当した場合は、二重の給付となってしまうため、附加給付は支給し
ていません。
　当組合では医療費助成の該当の有無が把握できないため、該当するときまたは
非該当になったときは、「公費負担受給報告書」を速やかに所属所の共済事務担
当課に提出してください。

●妊産婦医療費助成
●ひとり親家庭医療費助成
●重度心身障がい者医療費助成
●  その他市町村の条例
　による医療費助成

●  こども医療費助成（所得
制限で非該当となった場
合は届出が必要）

●   指定難病・小児慢性疾患
の医療費助成

●  自立支援医療費助成

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

届出が 必要 届出が 不要

市町村の医療費助成を
受けていませんか？

組合員証及び被扶養者証の廃止について
　組合員証及び被扶養者証（組合員証等）は令和 6 年 12 月 2 日に廃止となるため、同日以降に加入した
組合員及び被扶養者（任意継続組合員を含む。）には、組合員証等は発行しません。
　ただし、発行済の組合員証等は、経過措置により1 年間（令和 7 年 12 月 1日まで）は使用することが
できます。

経過措置により
廃止から1年間有効

使用可能 使用不可

令和 6 年 12 月 2 日廃止 令和 7 年 12 月 1日

　なお、発行済の組合員証等の回収については、取扱いが決まり次第、お知らせいたしますので、
大切に保管してください。
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https://www.tochigi-kyosai.jp/dl/kyufu/118.pdf

